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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。
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東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
使
用
手
続
）
」
を
付
す
る
。

　

第
九
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
使
用
許
可
手
続
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
前
」
を
「
前
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

削
除

　

第
二
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
小
笠
原
住
宅
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

　

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
期
使
用
許
可
）

第
二
十
条
の
二　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
東
京
都
規
則
で
定
め
る
期
間
に
限
つ
て
小
笠
原
住
宅
の

使
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
小
笠
原
住
宅
の
除
却
に
係
る
工
事
の
進
捗
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
特
に
必
要
が
あ



二

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
使
用
を
許
可
し
た
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

小
笠
原
住
宅
の
除
却
ま
で
の
間
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
を
具
備
す
る
者
に
対
し
、
仮
住
居
と
し
て
当
該
小
笠

原
住
宅
を
一
時
的
に
使
用
さ
せ
る
と
き
。

　

二　

第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
使
用
者
が
移
転
先
の
小
笠
原
住
宅
に
入
居
す
る
ま
で
の
間
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
条
件

を
具
備
す
る
者
に
対
し
、
仮
住
居
と
し
て
当
該
移
転
先
の
小
笠
原
住
宅
を
一
時
的
に
使
用
さ
せ
る
と
き
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
期
使
用
許
可
」
と
い
う
。
）
に
係
る
小
笠
原
住
宅
の
規
模
、
地
区
等
に
係
る
選
定
基

準
、
使
用
者
の
資
格
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

３　

定
期
使
用
許
可
は
、
そ
の
更
新
が
な
く
、
期
間
の
満
了
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

４　

定
期
使
用
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
使
用
予
定
者
に
対
す
る
説
明
は
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
の
説
明
を
受
け
た
使
用
予
定
者
は
、
第
八
条
に
定
め
る
手
続
の
ほ
か
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
説
明
を
受
け
た
旨

を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

定
期
使
用
許
可
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
の
満
了
す
る
日
の
一
年
前
か
ら
六
月
前
ま
で
の
間
に
、
使
用
者
に
対
し
て
行
う
期
間
の
満

了
に
よ
り
当
該
許
可
が
効
力
を
失
う
旨
の
通
知
は
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

７　

定
期
使
用
許
可
を
受
け
た
使
用
者
は
、
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
と
き
ま
で
に
当
該
小
笠
原
住
宅
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

定
期
使
用
許
可
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
東
京

都
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



三

第
六

十

五
号
議
案
　
東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

２　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

新
条
例
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

東
京
都
小
笠
原
住
宅
の
建
替
事
業
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


